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2022.1 月号 

職場における労働衛生基準が変わりました 

 

「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が 

令和 3年 12月 1日に公布され、職場における一般的な労働衛生基準が見直され 

ました。社会状況の変化に合わせすべての働く人々を視野に対応するもので、改 

正に伴って変更される点は以下のとおりです。 

 

◆照度の作業区分を２区分とし、基準を引き上げ（令和４年１２月１日施行） 

現在の知見に基づいて事務作業の区分が変更され、基準が引き上げられました。事務作業における作

業面の照度の作業区分は以下のように２区分とし、基準も以下のように引き上げました。 

・一般的な事務作業（300ルクス以上） 

・付随的な事務作業（150ルクス以上） 

個々の事務作業に応じた適切な照度については、作業ごとに JISZ 9110などの基準を参照します。 

 

◆便所の設備：新たに「独立個室型の便所」を法令で位置付け 

便所を男性用と女性用に区別して設置するという原則は維持されますが、「独立個室型の便所」（男性

用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所）を付加する場合の取

扱い、少人数の作業場における例外と留意事項が以下のように示されました。なお、従来の設置基準を

満たしている便所を設けている場合は変更の必要はありません。 

・男性用と女性用の便所を設けた上で、独立個室型の便所を設けたときは、男性用及び女性用の便所の

設置基準に一定数反映させる。 

・少人数（同時に就業する労働者が常時 10人以内）の作業場において、建物の構造の理由からやむを得

ない場合などについては独立個室型の便所で足りるものとした。既存の男女別便所の廃止などは不可。 

 

◆救急用具の内容：具体的な品目の規定を削除 

作業場に備えるべき負傷者の手当に必要な救急用具・材料について、一律に備えなければならない具

体的な品目の規定がなくなり、職場で発生することが想定される労働災害等に応じて、応急手当に必要

なものを産業医等の意見、衛生委員会等での調査審議、検討等の結果等を踏まえ、備え付けることとし

ました。 

【厚生労働省 労働衛生基準見直し】 👉 https://www.mhlw.go.jp/content/000857961.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000857961.pdf
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法改正情報 

◆健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます（令和４年１月１日より）。 

治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、健康保険法等が改正されました。

この改正により令和 4年 1月 1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。 

 

改正のポイント 

  ●傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して１年６か月」になります。 

   ※同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して 

１年６か月に達する日まで対象となります。 

 

   ※支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、 

    支給開始日から起算して１年６か月を超えても、繰り越して支給可能になります。 

 

   ※令和 3年 12月 31日時点で、支給開始日から起算して１年６か月を経過していない 

    傷病手当金が対象です。 

 

 

【厚生労働省「令和 4年 1月 1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」】 

👉 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html

